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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○救急病院等の認定の取消し （地域医療整備課取扱い）１

○県営土地改良事業の工事の完了（４件） （農地整備課取扱い）１

○道路の位置指定（２件） （南地域振興局取扱い）２

（大隅地域振興局取扱い）２

人 事 委 員 会 規 則

○鹿児島県職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則（※） （職員課取扱い）２

鹿児島県告示第623号

次の病院は，救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定によ

る救急病院でなくなった。

平成29年５月８日

鹿児島県知事 三反園訓

病 院 の 名 称 所 在 地

垂水徳洲会病院 垂水市田神12番地２

鹿児島県告示第624号

土地改良事業県営農地整備（畑地帯担い手支援型）（旧：畑地帯総合整備）（区画整理及び

土層改良）屋仁地区の工事は，平成28年３月11日に完了した。

平成29年５月８日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第625号

土地改良事業県営畑地帯総合整備（農道整備）喜念地区の工事は，平成15年10月６日に完了

した。

平成29年５月８日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第626号

土地改良事業県営畑地帯総合整備（区画整理）喜念地区の工事は，平成14年３月28日に完了

した。

平成29年５月８日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第627号

土地改良事業県営農地整備（畑地帯担い手育成型）（旧：畑地帯総合整備）（区画整理）第

二阿権地区の工事は，平成25年３月29日に完了した。
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平成29年５月８日

鹿児島県知事 三反園訓

南地域振興局告示第４号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により，次のとおり道路の

位置を指定した。

平成29年５月８日

南地域振興局長 森山健二

申請者の住所及び 指 定 道 路
指定の年

名称並びに代表者 延 長 幅 員
月日 位 置

の氏名 （メートル） （メートル）

平成29年 指宿市開聞十町 指宿市開聞十町字拜ヶ尾 38.73 5.20～7.20

４月14日 2490番地６ 6109番９

有限会社阿萬建設

代表取締役

阿萬正次

大隅地域振興局告示第13号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により，次のとおり道路の

位置を指定した。

平成29年５月８日

大隅地域振興局長 堀之内健郎

申請者の住所及び 指 定 道 路
指定の年

名称並びに代表者 延 長 幅 員
月日 位 置

の氏名 （メートル） （メートル）

平成29年 鹿屋市旭原町3592 志布志市志布志町志布志 78.81 4.22～4.32

４月20日 番地38 字南牧1640番９ 6.07～6.16

有限会社一里山不

動産

代表取締役

福山敏昭

鹿児島県職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年５月８日

鹿児島県人事委員会委員長 平田浩和

鹿児島県人事委員会規則第２号

鹿児島県職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

鹿児島県職員の退職管理に関する規則（平成28年鹿児島県人事委員会規則第７号）の一部を

次のように改正する。

第６条第１号中「知事公室長，」を削り，「商工労働水産部観光交流局長及び危機管理局長」

を「危機管理局長及び国体・全国障害者スポーツ大会局長」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

人 事 委 員 会 規 則
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